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補助申請者　様

北 見 市 長　　櫻田　真人　印

北見市住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業　交付決定(変更)通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました標記事業に係る変更申請につきまして、北見市住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業要綱第10条の規定に基づき、下記のとおり決定したので通知します。

記

	通知番号
	第111号

	交付決定額
	　　　　　円

	所在地
	北見市




※補助金の交付決定が取消しとなる場合は、北見市住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業要綱第15条に基づき、①補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、②虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき、③要綱第12条に定める期日までに完了報告書の提出がなされないとき、④補助対象住宅に補助申請者の居住実態が確認できないとき、⑤その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき、と市長が認めたときとする。

※補助対象工事の内容を変更又は中止（以下「変更等」という。）しようとするときは、
市長に変更等の承認の申請をしなければならない。

※補助対象工事が完了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
